
岩倉市小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 岩倉市小規模事業経営支援事業費補助金は、商工会が愛知県小規模事業経営

支援事業費補助金交付要綱に従い、小規模事業者の経営又は技術の改善発展のため

に行う事業等に必要な経費の一部を補助し、もって市内の小規模事業者の振興及び

安定に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 商工会とは、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づくものをいう。 

 （補助の対象となる事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、商工会が当該年度愛知県小規模事業経営支援事業

費補助金交付要綱に基づき、市内小規模事業者の振興と安定を目的として実施する

事業とする。 

 （補助率） 

第４条 前条の事業に要する経費に対する補助率は、商工会が当該年度愛知県小規模

事業経営支援事業費補助金交付要綱に従い、県から交付を受けた補助金額の２０パ

ーセント以内で、市の予算の範囲内とする。ただし、市長が特に必要と認めたとき

は、この限りでない。 

 （補助金交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするときは、岩倉市小規模事業経営支援事業費補

助金交付申請書（様式第１）に関係書類を添え、当該年度６月３０日までに市長に

提出しなければならない。 

 （補助金交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、速やかに補助金交付の決定を行い、商工会に対しその旨通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第７条 商工会は、前条の決定に不服があるときは、決定のあった日から２０日以内

に申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該交付申請に係る補助金交付

の決定はなかったものとみなす。 

 （補助金の請求） 

第８条 補助金を受けようとするときは、請求書（様式第２）に関係書類を添え、市

長に提出するものとする。 

 （補助金の交付） 

第９条 補助金は、商工会の請求に基づき、分割して概算払することができる。 

 （事業変更等の承認） 

第１０条 商工会が当該決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、事前

に岩倉市小規模事業経営支援事業費補助金変更承認申請書（様式第３）を市長に提

出し、承認を受けなければならない。ただし、１０万円未満の事業費の変更は、こ



の限りでない。 

 （実績報告書） 

第１１条 商工会は、当該年度３月３１日までに事業を完了し、１０日以内にその成

果を記載した岩倉市小規模事業経営支援事業費補助金実績報告書（様式第４）に関

係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （額の確定） 

第１２条 市長は、前条に定める補助事業の実績報告書の提出があったときは、その

内容を審査し、適当と認められたときは、補助金の額を確定し、商工会に通知する

ものとする。 

 （交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１３条 市長は、商工会が次に掲げる事項に該当する行為を行ったときは、補助金

交付決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱、補助金の交付の決定に付した条件、その他法令等に違反したとき。 

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 補助事業の内容を市長の承認を受けずに変更し、若しくは中止し、又は廃止し 

たとき。 

 （書類の整備及び保存） 

第１４条 商工会は、補助事業に係る経理及び事業内容を明らかにする証拠書類（領

収書等）を整理して、５年間保存しなければならない。 

（雑則） 

第１５条 この要綱に定めるほか必要な事項については、市長が別に定めることがで

きるとともに、当該年度愛知県小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱に準ずる

ものとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成元年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


